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成
２
４
年
度
の
予
算
と
比
べ
て

平
成
２
９
年
度
の
予
算
は
過
去

最
大
規
模
と
な
っ
て
い
る
が
、

ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
実
施

し
て
い
る
の
か
」
、
「
Ｅ
Ｅ
Ｚ

に
ミ
サ
イ
ル
が
落
下
し
た
際
の

情
報
提
供
と
は
、
具
体
的
に
何

か
」
と
い
っ
た
質
問
が
あ
り
、

海
上
保
安
庁
や
領
海
警
備
へ
の

関
心
が
高
い
こ
と
が
窺
え
ま
し

た
。巡

視
船
り
し
り
の
見
学
で
は

普
段
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
最

新
鋭
巡
視
船
の
設
備
や
飛
行
甲

板
の
有
用
性
等
の
説
明
を
受
け

そ
の
性
能
の
高

さ
に
関
心
し
て

い
る
様
子
で
し

た
。

安
全
に
つ
い
て
再
認
識

海
難
防
止
講
話

平
成
２
９
年
８
月
２
８
日
、
遠

路
は
る
ば
る
愛
知
県
名
古
屋
市
か

ら
稚
内
に
来
ら
れ
た
中
京
大
学
の

学
生
１
９
名
に
対
し
、
業
務
概
要

説
明
等
を
行
い
ま
し
た
。

今
回
の
業
務
概
要
説
明
等
は
、

同
大
学
法
科
大
学
院
教
授
か
ら
、

「
学
生
達
の
希
望
で
、
国
境
警
備

の
現
場
で
業
務
に
携
わ
る
海
上
保

安
官
か
ら
話
を
聞
き
た
い
」
と
の

要
請
が
あ
り
、
国
境
最
前
線
で
あ 警備救難課職員による業務説明の様子

ターミナル内外の巡回・検索の様子

夏
期
フ
ェ
リ
ー
タ
ー
ミ
ナ
ル
警
戒

テ
ロ
を
未
然
防
止
す
る
た
め
に

よ
う
こ
そ
稚
内
へ
！

中
京
大
学
法
学
部
学
生
に
業
務
概
要
説
明

る
当
部
の
業
務
を
理
解
し
て
も
ら

う
絶
好
の
機
会
で
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
快
諾
し
た
事
に
よ
り
実
現
し

た
も
の
で
す

業
務
概
要
説
明
で
は
、
警
備
救

難
課
職
員
に
よ
り
、
稚
内
の
特
色

や
現
状
、
領
海
警
備
、
ロ
シ
ア
と

の
連
携
、
離
島
災
害
等
の
対
応
等

に
つ
い
て
説
明
を
し
ま
し
た
。

質
疑
応
答
で
は
、
「
中
国
公
船

に
よ
る
領
海
侵
入
等
が
あ
っ
た
平巡視船りしり見学の様子

研
修
を
受
け
、
不
審
人
物
の

特
徴
や
不
審
物
の
隠
匿
場
所

等
に
つ
い
て
の
理
解
を
よ
り

一
層
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

当
部
で
は
、
フ
ェ
リ
ー
を

利
用
さ
れ
る
方
々
や
地
域
住

民
の
安
全
・
安
心
の
た
め
、

今
後
も
関
係
機
関
と
連
携
し

て
効
果
的
な

警
戒
を
行
う

こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。

平
成
２
９
年
８
月
４
日
、
多

客
期
に
お
け
る
テ
ロ
行
為
や
犯

罪
を
未
然
に
防
止
し
、
乗
客
の

安
全
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的

に
、
フ
ェ
リ
ー
タ
ー
ミ
ナ
ル
に

お
い
て
警
戒
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
警
戒
で
は
、
下
船
時
の

旅
客
に
対
す
る
警
戒
や
、
タ
ー

ミ
ナ
ル
内
外
の
巡
回
・
検
索
を

行
い
、
不
審
物
・
不
審
事
象
の

発
見
に
努
め
ま
し
た
。

ま
た
、
警
戒
終
了
後
、
税
関

職
員
に
よ
る
手
荷
物
検
査
及
び

び
身
体
検
査
の
方
法
に
つ
い
て

、

平
成
２
９
年
９
月
６
日
、

稚
内
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
で

実
施
さ
れ
た
小
型
船
舶
操
縦

士
免
許
の
更
新
講
習
の
受
講

者
２
５
名
に
対
し
、
海
難
防

止
講
話
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
講
話
で
は
「
小
型
船

舶
の
た
め
の
マ
リ
ン
セ
ー
フ

テ
ィ
ガ
イ
ド
」
及
び
「
海
の

初
心
者
で
も
わ
か
る
！
海
の

安
全
情
報
」
と
い
う
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
配
布
し
、
船
長
の

遵
守
事
項
、
船
舶
事
故
の
防

止
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
共

に
、
海
の
安
全
情
報
の
確
保

の
一
例
と
し
て
、
海
上
保
安

庁
の
沿
岸
域
情
報
提
供
シ
ス

テ
ム
（
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
）
を
紹
介

し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

は
、
当
部
交
通
課
に
て
配
布

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
所

望
の
際
は
お
気
軽
に
お
立
ち

寄
り
く
だ
さ
い
。

海難防止講話の様子

、

旅客に対する警戒の様子
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